
（チェックリスト別添③） 

割増賃金確認表（  枚目） 

※対象労働者毎に提出してください（人数分コピーして使用してください） 

 

事業所名 

（担当者） 

対象労働者№    氏名：                    

 変形労働時間制対象者： 該当（ １か月単位・ １年単位 ）・ 非該当 

指定月：平成・令和  年  月  日支払分 

 

【月給制の場合】 ※①→②→③→④の順に記入してください 

① 365日－１年間の年間休日数（     日）＝１年間の所定労働日数（      日） 

② １年間の所定労働日数（     日）×１日の所定労働時間（    時間） 

                   ＝ １年間の所定労働時間（       時間） 

③ １年間の所定労働時間（       時間）÷12か月 

＝１か月の平均所定労働時間（        時間） 

 

④ 月の所定賃金（基本給      ＋      ＋      ） 

１か月の(平均)所定労働時間（           ）   ＝         円 

 

 

【日給制の場合】※各種手当を月額で支払っている場合、１日当たりの金額を算定し記入 

 

１日の所定賃金（日給      ＋     ＋      ） 

１日の所定労働時間（           ）       ＝         円 

 

 

【時給制の場合】 ※各種手当を月額で支払っている場合、１時間当たりの金額を算定し記入 

 

１時間の所定賃金（時給       ＋      ＋      ） 

  ＝         円 

 

 

 

 

時間外割増 ＝     × 1.25 ×    時間＝       円 

 深夜割増  ＝     × 1.25 ×    時間＝       円 

 割増＋深夜 ＝     × 1.5  ×    時間＝       円 

 休日割増  ＝     × 1.35 ×    時間＝       円 

                       合計         円 

 

（R2.4.1） 



地域雇用開発助成金申請事業主の皆様へ 

割増賃金の確認について 

沖縄助成金センター1係 

 

地域雇用開発助成金の審査にて、割増賃金の支払いについて確認します。 

ご協力のほど、よろしくお願いします。 

 

１ 割増賃金の支払いが発生するもの 

・時間外労働（原則 1日 8時間、週 40時間を超える労働） 

  ・法定休日労働（週 1日または 4週 4休の法定休日の労働） 

  ・深夜労働 （深夜(午後 10時から午前 5時まで)の労働） 

 

２ 確認の手順 

・チェックリスト別添③「割増賃金確認表」にて対象者毎の一番残業の多い月(指定月) 

について算定し、提出ください。 

・別紙リーフレットを参考の上、下記３により算定をお願いします。 

（固定残業代であっても以下の手順により算定の上、提出をお願いします。） 

  ・残業時間を記入したタイムカード等（写）を確認します（※提出するタイムカード等（写）

の全てについて、残業を行った日の残業時間を記入してください）。 

  ・変形労働時間制の対象となる場合は、以下の書類も併せて提出をお願いします。いずれも

上記タイムカード等と同じ期間の全てについて提出してください。 

   ＊１ヶ月単位：シフト表、（就業規則がない場合）労使協定書 

   ＊１年単位：シフト表、年間休日カレンダー、労使協定一式（労基署へ届出済のもの） 

 

３ 割増賃金の算定方法 (詳細は別紙「チェックリスト別添③割増賃金確認表」を参照) 

割増賃金の算定手順 

① 月給の場合、以下の式にて 1時間あたりの賃金額を算定 

② タイムカード等(写)に出勤日毎に残業時間、深夜勤務時間、休日勤務時間を記入して提出 

③ 割増賃金額 ＝ 1時間あたりの賃金額（①）× 1.25(割増率) × 指定月の残業時間（②） 

＊時間外労働と深夜労働、休日労働の時間が重複する場合、まとめて計算( 割増率 1.5 ) 

    

1時間あたりの賃金額の算定方法 

  

   月の所定賃金( 基本給 ＋ 各種手当 ) 

1ヶ月の(平均)所定労働時間（※）     ＝ 1時間あたりの賃金額(①) 

 

（※）1ヶ月の(平均)所定労働時間 ＝ 1年間の所定労働日数 × 1日の所定労働時間  

                         12 

 

沖縄助成金センター       

TEL：098－868－1606 

FAX：098－868－1612 

(R2.4.1) 



　使用者は、労働者に時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合には、法令で定める割
増率以上の率で算定した割増賃金を支払わなければなりません。（労働基準法第37条第１項・第
４項、労働基準法第37条第１項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令）

(H27.3)





① 対象労働者の範囲

法令上、対象労働者の範囲について制限はありませんが、その範囲は明確に定める
必要があります。
② 対象期間および起算日

対象期間および起算日は、具体的に定める必要があります。
（例：毎⽉１日を起算日とし、１か⽉を平均して１週間当たり40時間以内とする。）
なお、対象期間は、１か⽉以内の期間に限ります。

③ 労働日および労働日ごとの労働時間

シフト表や会社カレンダーなどで、②の対象期間すべての労働日ごとの労働時間を
あらかじめ具体的に定める必要があります。その際、②の対象期間を平均して、１
週間あたりの労働時間が40時間（特例措置対象事業場は44時間）を超えないよう設
定しなければなりません（「３ 労働時間の計算方法」参照）。
なお、特定した労働日または労働日ごとの労働時間を任意に変更することはでき

ません。
④ 労使協定の有効期間

労使協定を定める場合、労使協定そのものの有効期間は②の対象期間より⻑い期間
とする必要がありますが、１か⽉単位の変形労働時間制を適切に運⽤するためには、
３年以内程度とすることが望ましいでしょう。

労使協定または就業規則（※２）で、２に示した事項について定めてください。
なお、締結した労使協定や作成・変更した就業規則は、所轄労働基準監督署に届

け出てください。
（※２）常時使⽤する労働者が10人以上の事業場は、就業規則の作成・届出が必要です。

１か月単位の変形労働時間制は、１か月以内の期間を平均して1週間当たりの労働
時間が40時間（特例措置対象事業場（※１）は44時間）以内となるように、労働日
および労働日ごとの労働時間を設定することにより、労働時間が特定の日に８時間を
超えたり、特定の週に40時間（特例措置対象事業場は44時間）を超えたりすること
が可能になる制度です（労働基準法第32条の２）。
（※１）常時使⽤する労働者数が10人未満の商業、映画・演劇業（映画の製作の事業を除く）、保

健衛生業、 接客娯楽業

１ １か月単位の変形労働時間制の採用方法

２ 労使協定または就業規則などに定める事項

次の事項すべてを、定める必要があります。

【リーフレットシリーズ労基法32条の２】



対象期間が１か月の場合の上限時間

週の法定
労働時間

月の歴日数

２８日 ２９日 ３０日 ３１日

４０ 160.0 165.7 171.4 177.1

４４ 176.0 182.2 188.5 194.8

（単位：時間）

① １日については、８時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は８時
間を超えて労働した時間

② １週間については、40時間（特例措置対象事業場は44時間）を超える時間を定めた
週はその時間、それ以外の週は40時間（特例措置対象事業場は44時間）を超えて労働
した時間（①で時間外労働となる時間を除く）

③ 対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間（①または②で時間外
労働となる時間を除く）

（注１）育児を行う者などへの配慮
育児を⾏う者、⽼人などの介護を⾏う者、職業訓練または教育を受ける者そ

の他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児などに必要な時間を
確保できるよう配慮しなければなりません。

（注２） １か月単位の変形労働時間制を採用できない者
・ 満18歳未満の年少者（ただし、満15歳以上満18歳未満の者（満15歳に達
した日以後の最初の３⽉31日までの間を除く）については、１週間48時間、
１日８時間を超えない範囲で採⽤可）

・ 妊産婦（妊娠中及び産後１年を経過しない⼥性）が請求した場合

３ 労働時間の計算方法

対象期間を平均して１週間あたりの労働時間が40時間（特例措置対象事業場は44
時間）を超えないためには、対象期間中の労働時間を、以下の式で計算した上限時
間以下とする必要があります。

◎ 上限時間の計算方法

対象期間の歴日数

７
×上限時間 ＝

１週間の労働時間
（40時間（特別措置対象事業場
は44時間））

４ 割増賃金の支払い

１か⽉単位の変形労働時間制を採⽤した場合、割増賃⾦の⽀払いが必要な時間外
労働となる時間は以下のとおりです（詳細は、次ページ参照）。
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所定労働時間
所定労働時間を超えた時間（時間外労働）
所定労働時間を超えた時間（法定内労働時間）

１か月間の所定労働時間 172.0時間
１か月間の法定労働時間 177.1時間

時間外労働となる時間
① １日８時間を超えかつ所定労働時間を超えてお

り、時間外労働
② １日８時間、 １週40時間を超えておらず、 月の法

定労働時間の枠内であり法定内労働
③ １日８時間を超えていないが、１週40時間を超え

ており時間外労働
④ １日８時間を超え、かつ、所定労働時間を超えて

おり時間外労働
⑤ １日８時間、１週40時間を超えていないが、②に

ついて労働させたため、月の法定労働時間を超
えており、所定労働時間であっても時間外労働

①

②

② ②

④

⑤

割増賃金の計算方法（例：時給1,000円）

基本賃金 1,000 × 172           ＝ 172,000円
②の賃金（法定内労働） 1,000 × 6              ＝ 6,000円
①、③および④の賃金（時間外労働） 1,000 × 1.25 × 3   ＝ 3,750円
⑤の賃金（時間外労働） 1,000 × 0.25 ×0.9  ＝ 225円
合計 172,000＋6,000＋3,750＋225 ＝ 181,975円

時間外労働（割増賃金）の考え方

1
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◆ご不明な点は、最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署にお問い合わせ

ください。

（H26.3）厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

勤
務

シ
フ
ト

勤
務

時
間

拘
束

時
間

休
憩

時
間

労
働

時
間

A
8
:0
0
～
1
7
:0
0

9
時
間

1
時

間
8
時
間

B
8
:0
0
～
1
8
:0
0

1
0
時
間

1
時

間
9
時
間

C
1
0
:0
0
～
1
7
:0
0

7
時
間

1
時

間
6
時
間

氏
名

１
か

月
の

総
労

働
時

間
法

定
労

働
時

間
（
1
7
1
.4
時

間
）
と
の

差

労
働
太
郎

1
7
7

＋
5
.6

厚
生
姫
子

1
6
8

－
3
.4

基
準
督
助

1
6
0

－
1
1
.4

労
働
太
郎
さ
ん
の
労
働
時
間
は
、
法
定
労
働
時
間
を
5.
6時

間
超
過
し
て
い
ま
す
の
で
、

シ
フ
ト
表

の
見
直
し
が
必
要
で
す
。

労
働
時
間
の
考
え
方
（シ

フ
ト
表
の
組
み
方
）

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
（H26.3）

１ 年次有給休暇の付与日数

継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上

付与日数 10 11 12 14 16 18 20

週所定
労働日数

１年間の
所定労働日数※

継続勤務年数

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上

４日 169日～216日 ７日 ８日 ９日 10日 12日 13日 15日

３日 121日～168日 ５日 ６日 ６日 ８日 ９日 10日 11日

２日 73日～120日 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日

１日 48日～72日 １日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日

※週以外の期間によって労働日数が定められている場合

２ 年次有給休暇が付与される要件

○ 継続勤務とは・・・事業場における在
籍期間を意味し、勤務の実態に即し実質
的に判断されます。例えば、定年退職者
を嘱託社員として再雇用した場合などは、
継続勤務として扱う必要があります。

○ 出勤率算定に当たっての留意点
・ 業務上の怪我や病気で休んでいる期間、法律上の育児休業や介護休業を取

得した期間などは、出勤したものとみなして取り扱う必要があります。
・ 会社都合の休業期間などは、原則として、全労働日から除外する必要があ

ります。

（１） 通常の労働者の付与日数

（２） 週所定労働日数が４日以下または週所定労働時間が30時間未満の労働者
の付与日数

年次有給休暇
の発生要件

全労働日の
８割以上出勤

雇入れの日から
６か月継続勤務

【リーフレットシリーズ労基法39条】

業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分
なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えな
ければなりません（労働基準法第39条）。










